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令和８年　第１回教育委員会定例会　会議録 

 

１　日時　　　　　令和８年１月 21 日（水）　　午後３時 30 分～ 

２　場所　　　　　小林市役所　３階第３会議室 

３　出席委員　　　大山和彦　大部薗智子　廣崎真美　園田貞哉　永井良雄 

４　参与職員　　　松元公孝　今西敦子　江藤英俊　野口健史　山内寿朗　古沢博文 

　　　　　　　　　（調製職員）下村さゆり 

５　説明職員 

６　会議内容 

開会　15：30 

大山教育長　　ただいまより、令和８年１月14日付小林市教育委員会告示第１号で招集さ

れました、令和８年第１回小林市教育委員会定例会を開催いたします。 

　　　　　　　報告第１号令和７年第７回市議会定例会12月議会について説明をお願いし

ます。 

松元教育部長　報告第１号令和７年第７回市議会定例会12月議会について報告します。 

12月定例教育委員会で、12月議会一般質問と議案質疑の報告をしました。

今回は、各課室の総務文教委員会の質疑応答を載せております。こちらに

ついては、これまで通り書面での報告にさせていただきます。 

大山教育長　　ご質問はございませんでしょうか。 

大部薗教育長職務代理者　10ページ野田議員の質問の中で、少子化で子どもの数が少なく

なっている中で疾病件数が増えているということで、複数回手術をしたケ

ースがあったという回答になっていますが、今の子どもたちはどういうけ

がが多いとかありますか。骨折が多くなっているというのは聞いたことが

あるんですけど。分かれば教えていただきたいです。 

今西学校教育課長　今回補正予算を上げさせていただいたのは、骨折をして、何回かにわ

たって手術をされたり入院をされたりするというケースがありました。部

活中のけがが多い印象です。以上です。 

大山教育長　　ご質問等はございませんでしょうか（はい）。 

それでは続きまして、報告第２号令和８年二十歳を祝うつどいについて説

明をお願いします。 
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野口社会教育課長　令和８年二十歳を祝うつどいについて、ご報告させていただきます。

先ほど教育長の方からありました通り、非常に温かい雰囲気で良かったと

いう感想を、会場の方でも伺うことができております。今回は、実行委員

が男性３名ということで、今までにない形ではあったんですけれども、彼

らの考え方として、アトラクション等をやるよりは、級友との再会を味わ

いたいというところで、アトラクションを行わなかったということがあり

ます。参加状況ですけれども、案内送付は夏頃に送付したんですが、住民

票をベースに20歳になる方、それと市内の中学校の卒業名簿を学校教育課

の方から提供いただいて、そこを突合して割り出した442名に案内を送付し

たというところになります。当日の出席としては、311名以上になります。

以上と申し上げたのは、受付をしていただいて、袋に入れた記念品などを

配布した数ということになります。友達に声をかけられてそのまま会場に

入っていくパターンもあったようです。ご家族については、245名の受付が

あったという状況になっております。駐車場もそれほど混まずに済んだよ

うです。来賓の方々が合計60名、その他30名ほどいらっしゃって合計650

名ほどが当日の参加者ということで把握をしておるところでございます。

また来年も、今回の振り返りをしてやっていきたいと思っております。以

上です。 

大山教育長　　ご質問等はございませんでしょうか。 

園田教育委員　教育委員を４年やっていて、４回この二十歳を祝うつどいに出席させてい

ただいているんですけど、うちは子どもが３人いて、今回３人目の子が、

式典に出席させてもらいました。実際見ることができて、親としてもうれ

しく思いました。この式で準備に携わっていただいた皆さんに心からお礼

を言いたいと思います。ありがとうございました。あと、アトラクション

はありませんでしたけど、その分子どもたちは、いっぱい話ができたみた

いです。写真撮影も、結構時間があってできたと思います。うちの子もい

っぱい記念写真を撮っておりました。あと、先ほどお話にあったように実

行委員３名というのはちょっと大変だったと思うんですね。うちの一番上

の子も実行委員をやらせていただいたんですけど、その時はかなり多かっ

たんですよ。だから３人はちょっと大変だったろうと思います。その子た
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ちにも感謝したいと思います。以上です。 

野口社会教育課長　申しそびれていたんですけども、二十歳の誓いを男女２名にしていた

だきました。これについて、最初は実行委員が段取るということで話をし

ていたんですけども、事前参加の登録を受け付けている方々に、誰かしま

せんかという投げかけをしました。すぐ、お２人の方からやりたいですと

いう非常に気持ちの良い返事が来たところです。実行委員は、夜何回か仕

事の後に来て準備等いろいろ企画をしていくのは確かに大変ですけれども、

そういう形で、普段はなかなか協力できないけど自分も何か力になりたい

という思いを、今回はすごくうまくとり入れることができたかなと思って

います。以上です。 

大部薗教育長職務代理者　園田委員がおっしゃったように、少数精鋭で３名ということで

最初は大変かなと思ったんですが、いろんなことが改善されていて、最初

のビデオレターのところとか、以前は誰先生かなっていうのがちょっとわ

かりにくかったところもちゃんと文字で入ってたりとか、毎年毎年良くな

っている。立腰をずっとやってきたのもあって、姿勢もすごく良くて、皆

さん感想でおっしゃったように、素晴らしい式だったと思います。３名で

やれるんだなと本当に感動いたしました。ありがとうございました。 

大山教育長　　ご質問等はございませんでしょうか（はい）。 

それでは続きまして、議案に入ります。議案第１号小林市要保護児童生徒

就学援助費及び準要保護児童生徒等就学援助費並びに特別支援教育就学奨

励費に関する要綱の一部改正について説明をお願いします。 

今西学校教育課長　議案第１号小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒等

就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱の一部改正につい

て教育委員会の承認を求めるものです。資料は12ページからになります。

こちらの改正につきましては、改正点が大きく３点ございます。 

まず１点目、一番大きな改正となりますけれども、就学援助費、特別支援

教育就学奨励費の申請書の改正となります。申請書の改正によって添付資

料等を減らすことができ、申請者の負担軽減を図ることができます。資料

の20ページ21ページをお願いいたします。20ページが申請書になります。

21ページが申請書の裏面になります。21ページの上の段の誓約同意書兼委
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任状の欄、振込先欄について今回追加をしております。これまで申請に必

要な書類として、前年度の収入を証明する書類、委任状、口座申出書を別

途提出をしていただいておりましたが、先ほど申し上げたこの２つの欄を

追加することにより、別途提出が不要となります。23ページ、25ページに

も同様の欄を追加をしております。 

21ページでご説明申し上げますと、この、誓約同意書兼委任状の２、審査

に必要な情報を閲覧することに同意しますとしておりまして、税情報等審

査に必要な情報を閲覧することに同意をいただいております。これにより

まして、１月１日に小林市に住所がある方については、税の情報等を市の

システムで確認することができますので、収入のわかる書類の提出が不要

になるということになります。その下の３については、請求に関する一切

の権限を校長に委任します。４については、学校納付金に未納がある場合

は、就学援助費を充当することに同意し、受領及び返納に関する一切の権

限を校長に委任しますとしております。５につきましては、給食扶助費を

給食費口座へ直接振り込むことについての同意と、受領及び返納に関する

一切の権限を校長に委任しますとしておりまして、こちらに署名をいただ

くことで、委任状等の提出が不要となります。その下の振込先欄に口座を

記入いただくことで、口座申出書の提出が不要となります。 

次に、18、19ページの表は、学校が市に請求をする時期、添付書類を定め

た表になりますけれども、請求する時期について、援助費を１回で支給す

る場合は、６月末までとなってるところを、７月末までに改正しておりま

す。先ほど税情報について市のシステムにて確認を行うと申し上げました

が、そのシステムに前年度の収入等が反映されるのが、例年６月の上旬に

なっておりますので、その都合上７月末までと１ヶ月延ばした改正をして

おります。なお申請時期を１ヶ月後ろ倒しにするんですけれども、書類の

精査等の時間が短縮できますので、支給時期については今までと大きく変

わることはないと考えております。 

２点目の改正は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づ

く改正になります。こちらにつきましては先月の定例教育委員会でご説明

申し上げました国の取り組みに基づく改正となります。 
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最後３点目ですけれども、今回の改正に合わせて文言定義等の改正を行っ

ております。例えば13ページ左側の欄の第５条５行目に、児童または生徒

が在籍する学校の校長括弧以下校長というとなっておりますが、この後に

この文言が出てきたときには単に校長と表記することで事足りるですとか、

その他細かな調整を今回の改正にあわせて行っております。説明は以上に

なります。 

大山教育長　　ご質問等はございませんでしょうか（はい）。 

議案第１号につきましては原案通り承認してよろしいでしょうか（はい）。

議案第１号は承認されました。 

それでは、次回開催予定をお願いします。 

下村調製職員　次回の開催につきましては、２月18日水曜日、午後３時30分から市役所３

階第３会議室で開催予定です。よろしくお願いいたします。 

大山教育長　　それでは、以上をもちまして、第１回小林市教育委員会定例会を終わりま

す。お疲れ様でした。 

 

閉会　17：00


